
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

機能上の問題 施設の老朽化 耐震性の問題 本庁機能の分散 

 現本庁舎の課題 

Ｈ１８～Ｈ１９ 新庁舎建設に係る報告書作成（庁内） ⇒ 基礎的事項の調査 

Ｈ２０ 第一次耐震診断 ⇒ Ｉｓ値はかなり低い 

Ｈ２１ 庁舎整備に係る基本調査報告 ⇒ ３期に分け、建替と耐震リニューアルの併用 

Ｈ２２ 庁舎整備に係る基本調査報告改訂版 ⇒ リニューアル経費が新築並に 

Ｈ２２ 第二次耐震診断 ⇒ 第一次診断よりも深刻な状況 

⑴整備方法 

⇒全面建替えが必要 
リニューアル経費が新築並 

リニューアルを実施しても 

使用可能年数は伸びない 

⑵整備期間 

⇒一括整備も選択肢に

一般単独債の充当率ＵＰ 

起債対象経費の拡充 

合併特例債活用期限延長 

⑶着手時期 

⇒早期着手が必要 
東日本大震災の発生 
災害対策拠点の重要性 

災害時の行政機能の維持 

 これまでの検討経緯 

状況の変化 

庁 舎 建 設 に 係 る 基 本 的 方 針

など 

 新庁舎の建設 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

「安心・安全」の拠点として 

市民の暮らしを守る庁舎 

「まちづくり」の拠点として 

親しみやすい庁舎 

利用環境に優れた 

人にやさしい庁舎 

地球環境にやさしい 

環境配慮型庁舎 
機能的・効率的な庁舎 

 新庁舎のあり方 

 基本理念 周南の未来を守る安心安全庁舎 

 新庁舎建設に係る基本的考え方

ス ケ ジ ュ ー ル

基金の設置、積立 

基本計画策定業務 

（市民参画） 

執務環境等調査業務 

H24.3 

H24～25 

H24 

基本計画案 H25.9 

基本計画 H25.12 

市民説明 

パブリック・ 

コメント 

基本設計業務 

実施設計業務 

建設工事 

H27 

H28～29 

外溝・解体工事 

H30 

H26 

⑴位置（場所） 

現本庁舎の敷地内 
⑶規模 

将来的に本庁機能が集約できる

規模。当面はすべてを集約しない。

⑵事業手法  

公共事業方式よる一括整備、全面建替え 

⑷財源 

①基金 

②活用期限の延長が

見込まれる合併特例

債 

③一般単独事業債 


